
防府市風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う 

接種費用償還払い要綱 

令和７年４月１日制定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づ

く風しん第５期定期接種について、ワクチンの大幅な供給不足によ

り実施期間内に接種することができず、実施期間を超えて接種した

者について、当該接種の費用の助成（以下、「償還払い」という。）

を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

（償還払いの対象者） 

第２条 償還払いの対象者は、次の各号の全てに該当する者（償還払

いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を本市

以外の市区町村から受けた者を除く。）とする。 

（１）接種日時点で本市に住民登録がある昭和３７年４月２日から 

  昭和５４年４月１日生まれの男性であること。 

（２）風しん第５期定期接種対象者（令和７年３月３１日までに抗

体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者）で、乾燥弱

毒性麻しん風しん混合ワクチン（以下、「ＭＲワクチン」という。）

の偏在等が生じたことにより、令和７年３月３１日までに接種

ができなかった者であること。 

（３）令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの期間に日本

国内の医療機関でＭＲワクチン若しくは風しん単独ワクチンを

接種し、実費を負担した者であること。 

（償還額の支給等） 

第３条 償還金の額は、第６条第２項の規定により、償還払いを行う

ことが決定した者に対し、前条第１項第３号の実費に相当する額（以

下、「償還額」という。）とする。ただし、償還額の上限は、別表１に

規定する金額とする。 

２ 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種



費用に含まれないもの（接種に要した交通費、宿泊費、次条第１項

に掲げる書類の発行に要した文書料等）は対象としない。 

（償還払いの申請及び支給の方式） 

第４条 償還払いを受けようとする者は、風しん第５期定期接種にお

ける実施期間延長に伴う償還払い申請書兼請求書（様式第１号）に

必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請し

なければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第２号

に掲げる書類等を添付することができない場合には、風しん第５期

定期接種における実施期間延長に伴う償還払い申請用証明書（様式

第２号）の提出をもって第２号に掲げる書類等に代えることができ

る。 

（１）第２条第１項第３号の実費を支払った事実、その額を証明で

きる書類（原本） 

（２）接種済みの予診票（写し） 

２ 市長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類

等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該

当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の

規定により提出された書類等に不足があると認められるときは、市

長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。 

（申請期限） 

第５条 償還払いの申請期限は、令和９年３月３１日とする。 

（審査及び支給決定） 

第６条 市長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等

に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。 

２ 市長は、第４条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、

償還払いを行うことを決定したときは、風しん第５期定期接種期間

延長に係る接種費用支給決定通知書（様式第３号）により、行わな

いことを決定したときは、風しん第５期定期接種期間延長に係る接

種費用不支給決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知する

ものとする。 



（支給方法） 

第７条 償還払いは、申請者から指定された接種者本人名義の金融機

関の口座に振り込むことにより行うものとする。 

（不当利得の返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に

対し、支給を行った償還払いの全部又は一部の返還を求めることが

できる。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第９条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはな

らない。 

（関係機関との連携等） 

第１０条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去

に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、

風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う償還払い申請書

兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関

に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を

行うことができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に

必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

  



(別表１) 

 

風しん第５期定期接種に係る償還額の上限 

１ ＭＲワクチンを使用した場合 

金額（消費税及び地方消費税を含む） 

１１，４９５円 

 

２ 風しん単独ワクチンを使用した場合 

金額（消費税及び地方消費税を含む） 

７，９５３円 

 

３ 予診のみ 

金額（消費税及び地方消費税を含む） 

８２５円 

 

  



様式第１号 

風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う償還払い申請書兼請求書 

                      令和   年  月  日 

（あて先）防府市長 

 標記について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

※申請できるのは接種を受けた本人に限ります。 

申
請
者 

ふ り が な 

氏   名 
 

住   所  

生年月日    年   月   日 

電話番号  

接種を受けた日又は予診日    年   月   日 

接種(予診)に要した費用                円 

 

 接種費用について、下記指定口座への振込を依頼します。 

振
込
先
口
座 

金融機関名 

銀行 

信用金庫 

農協 

本店 

支店 

支所 

金融機関コード     支店番号    

預金種別  普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 
 
 
 
【提出書類】 

□接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等) 

※原本に限ります。（領収書等がない場合は、申請時にお申し出ください。） 

□申請する費用に関係する、実施機関（医療機関や検診機関）が発行した、 

 接種済みの予診票（写し）等又は「風しん第５期定期接種における実施期間延 

 長に伴う償還払い申請用証明書」) 

※必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。 



様式第２号 

 

風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う償還払い申請用証明書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）防府市長 

 

（被接種者） 

住  所：                  

氏  名：                  

生年月日：                  

 

上記の者が次のワクチンを接種したことを証明します。 

ワクチン 

の種類 

 □ＭＲワクチン 

□風しん単独ワクチン 

予防接種

を受けた

年月日 

  年    月   日 

 

 

医療機関名 

医師署名又は記名押印 

 

  



様式第３号 

 

風しん第５期定期接種期間延長に係る接種費用支給決定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

         様 

 

防府市長 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった風しん第５期定期接種期間

延長に係る接種費用について、次のとおり支給することに決定したので防府

市風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う接種費用償還払い要

綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 支給決定額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

風しん第５期定期接種期間延長に係る接種費用不支給決定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

         様 

 

防府市長 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった風しん第５期定期接種期間

延長に係る接種費用について、次のとおり支給しないことに決定したので、

防府市風しん第５期定期接種における実施期間延長に伴う接種費用償還払

い要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 （不支給とした理由） 

 

 

 

 

 


